
制限付一般競争入札（事後審査型）案件における説明事項を次のとおり掲載する。

入札案件情報

案件名称

案件概要

履行場所

入札参加資格

登録種目

必要な許認可（登録）等

その他
（実績要件等）

仕様書等に対する質問への回答方法

回答日

通知方法

入札参加資格審査提出資料等

審査資料等提出日時

審査資料等添付先

審査資料等提出先

その他

入札説明書

開札日の翌日午前9時から午後3時30分まで

「提出資料について」のとおり

〒546－0001
大阪市東住吉区今林1－2－68　大阪市中央卸売市場東部市場　水産卸売場棟３階
大阪市中央卸売市場東部市場衛生組合
担当：林・辻田
電話番号 06-6756-3981　ＦＡＸ06-6756-3905

なし

入札参加予定者全員にＦＡＸにて送信する。ただし、質問がない場合は、送信し
ない。

予定数量の処理能力を有していることを証明できること

令和8年2月3日午後3時を予定とし、ＦＡＸにて回答する。

令和７・８・９年度大阪市入札参加有資格者名簿（物品・委託）
①16：廃棄物処理　01：一般廃棄物（収集・運搬）
②16：廃棄物処理　03：産業廃棄物（収集・運搬）
③16：廃棄物処理　04：産業廃棄物（処分）

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第14条第１項に基づく産業廃棄物収
集運搬業（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類）の
大阪市長又は大阪府知事及び当該処分地を管轄する都道府県知事（政令市におい
ては市長）による許可を有していること。

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第14条第6項に基づく産業廃棄物処
分業（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類）の当該
処分地を管轄する都道府県知事（政令市においては市長）による許可を有してい
ること。
　なお、提携する業者が処分する場合は、当該業者が同許可を有していること。

令和7年12月25日

令和８年度大阪市中央卸売市場東部市場
廃プラスチック等産業廃棄物収集運搬処理業務委託（概算契約）

東部市場内で発生する廃プラスチック等の産業廃棄物を、場内集積場所から運搬
し、処分を行う。

大阪市東住吉区今林1-2-68　大阪市中央卸売市場東部市場


